
 

○石井町有料広告掲載取扱要綱 

平成２８年６月２８日 

告示第６６号 

(目的) 

第１条 この要綱は、町が所有する公有財産、物品、印刷物等の資産(以下「町有資産」という。)

を有効活用し、町の新たな財源を確保することにより、町民サービスの向上及び地域経済の活

性化を図るため、町有資産に民間企業等の有料広告を掲載するその取扱いに関し必要な事項を

定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において「広告媒体」とは、次の町有資産のうち、広告掲載が可能なものをい

う。 

（１） 町の印刷物 

（２） 町のホームページ 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が適当と認める町有資産 

２ この要綱において「広告掲載」とは、民間企業等の広告を広告媒体に掲載し、又は掲出する

ことをいう。 

(広告の掲載基準) 

第３条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしないものとする。 

（１） 町有資産の目的及び公共性を損なうおそれのあるもの 

（２） 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの 

（３） 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（４） 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの 

（５） 政治性又は宗教性のあるもの 

（６） 社会問題についての主義又は主張 

（７） 個人の宣伝 

（８） 美観風致を阻害するおそれのあるもの 

（９） 内容又は責任の所在が不明確なもの 

（１０） 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

（１１） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの 

（１２） 町税等を滞納しているもの 



 

（１３） 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当でないと認められるもの 

(広告掲載の優先順位) 

第４条 広告の優先順位はつぎのとおりとする。ただし、同一の順位内における優先順位は、第

７条に規定する広告掲載申込みの受付順とする。 

（１） 町内に事業所等を有する法人及び自営業者 

（２） 前号に該当しないもの 

２ 町長は広告として掲載することが適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当

該広告の掲載を優先することができる。 

(広告の規格及び掲載位置) 

第５条 広告の規格、掲載位置、広告料等は、広告媒体ごとに別に定める。 

(広告の募集方法等) 

第６条 広告の募集、選定等の方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて別に定める。 

(広告掲載の申込み) 

第７条 第２条に規定する広告媒体へ広告を掲載しようとする者は、石井町有料広告掲載申込書

(様式第１号)に次に揚げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

（１） 当該年度における市町村税の納税証明書。ただし、町内に事業所を置く者又は住所を

有するものについては、申込書に併記されている宣誓・同意欄中、町税納付状況調査に同意

の意志表示をすることによって町税に係る納税証明書の提出を省略することができる。 

（２） 掲載したい広告案(封筒レイアウト及び封筒見本) 

（３） 法人にあっては、法人の業務内容を明らかにする書類等(会社案内等) 

(広告掲載の決定) 

第８条 町長は申込書を受理した時は、第３条及び別に定める基準に基づき、当該広告の掲載の

可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定に基づく決定をしたときは、その結果を申込者に石井町有料広告掲載決

定通知書(様式第２号)又は石井町有料広告掲載(不可)決定通知書(様式第３号)により通知す

るものとする。 

(審査委員会の設置等) 

第９条 広告掲載の適否について審査するため、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)

を置く。 

２ 審査委員会の委員は、総務課長、税務課長、財政課長、住民課長、社会教育課長及び町長が



 

指名する者をもって組織する。 

３ 審査委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

(審査委員会の会議) 

第１０条 審査委員会の会議は、広告掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と

認めたときに、委員長が招集する。 

２ 審査委員会の会議は、委員長が議長となる。 

３ 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。 

(広告掲載料の納付) 

第１１条 広告掲載は、掲載決定後、町長の指定する期日まで一括で前納するものとする。ただ

し、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。 

(広告掲載料の還付) 

第１２条 既納された広告掲載料は還付しない。ただし、町の責により広告掲載ができなくなっ

たときは当該掲載料を還付するものとする。 

この場合の還付する広告掲載料は、掲載が出来なくなった月の翌月分以降の総額とする。 

(広告の責任等) 

第１３条 広告の内容に関する一切の責任は、広告掲載する者が負うものとする。 

２ 広告の作成経費は、広告掲載する者の負担とする。 

(広告内容等の変更) 

第１４条 広告掲載する者は、広告が掲載された後、広告内容を変更しようとする場合又は町の

ホームページ広告において、リンク先のホームページ内容を変更する場合には、町と協議しな

ければならない。 

(広告掲載の取下げ) 

第１５条 広告掲載する者は、自己の都合により、掲載広告の取下げを行う場合は、石井町有料

広告掲載(取下げ)願(様式第４号)により、町長に広告掲載の取下げを申し出ることができる。 



 

(広告掲載の取消し) 

第１６条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定による広告の記載の決

定又は掲載中の広告を取り消すことができる。 

（１） 町長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき。 

（２） 町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

（３） 広告掲載する者が法令等に違反する行為を行ったとき。 

（４） 町のホームページにおける掲載広告について、広告表示からリンクした箇所に広告掲

載する者が管理するホームページが存在しなくなったとき。 

（５） 町のホームページにおける掲載広告について、広告表示からリンクした広告掲載する

者のホームページに、第３条に規定する表示や行為が認められたとき。 

（６） 広告掲載する者の事業所等がなくなったとき。 

（７） その他広告掲載に支障があると町長が認めたとき。 

２ 前項の規定による取消しを行ったときは、石井町有料広告掲載(決定)取消し通知書(様式第５

号)により申込者に通知する。 

(損害賠償) 

第１７条 広告掲載する者は、その責めに帰すべき理由により広告掲載ができなくなり、町に損

害を与えたとき又は広告内容により町及び町民等に不利益や実害を与えたときは、その損害を

賠償するものとする。 

(庶務) 

第１８条 審査委員会の庶務は、各課広告掲載を募集する課において処理する。 

(その他) 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則(令和元年６月１日告示第６２号) 

この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

附 則(令和４年３月２８日告示第３１号) 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


